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対策

日本では、以前は、株式会社の設立に最低資本金1,000万円、有限会社の
設立に最低資本金300万円が必要とされていましたが、2006年の会社法改正
により最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも会社を設立することが可
能になりました。
中国でも、以前は、有限責任会社の設立に最低資本金3万元、一人有限責
任会社の設立に最低資本金10万元、株式有限会社の設立に最低資本金500万
元が必要とされていましたが、2014年3月1日施行の中国会社法によりこれ
ら最低資本金制度が原則的に廃止されました。
もっとも、外商投資企業が1元で会社を設立し、営業を開始することがで

会社設立の際の
資本金の設定および
払込みの注意点03

Q U E S T I O N

事例
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投資決定時のリスク管理第 1章

きるかというとそうではありません。2016年9月末までは、外商投資企業を
設立する場合、実務上所在地域の資本金の最低目安額が存在し、経営規模に
見合った登録資本金がない場合、商務部門からの認可が下りないことがよく
見受けられました。さらに、2016年10月以降は商務部門による外商投資企
業設立の審査認可制度が廃止されましたが、工商管理局における会社登記の
際に、工商管理局から資本金に関して指摘を受ける可能性はまだ否定できま
せん。中国国内で実際に会社を設立する地域でヒアリングを行う必要があり
ます。
参考として、少なくとも2016年9月末までは、例えば、外商投資企業がコ
ンサルティング会社を設立する場合、場所にもよりますが、50万元程度の資
本金が必要とされ、製造業などプロジェクト遂行に多額の資金が必要と思わ
れる会社の設立の場合には、さらに多くの資本金が必要とされていました。

従前は、出資払込時期について、設立登記申請前に、初回出資の払込み（登
録資本の20%以上）が必要であり、かつ会社成立日から2年以内（投資会社
の場合は5年以内）に全額払込をする必要がありましたが（なお、一人有限
責任会社においては会社定款所定の出資額を一括で払い込むこととされてい
ました）、2014年施行の中国会社法により、これらが撤廃されました。
したがって、会社資本金の払込時期については特に規制がないため、実際
のニーズに応じて資本金を払い込むことで足りることになりました。

実務
から

本事例のように、独資会社を設立し、かつ当初から多額
の資本金を必要としない場合、特に資本金の決定を巡って
問題が生じることはあまりありません。

もっとも、合弁会社を設立する場合で、資本金の払込時期について特に明確
な規定を置かなかった場合、日本側と中国側でにらみ合いの状況に陥ってしま
い、「そちらが先に資本金を振り込めばこちらも振り込む」などとして、実際
の営業に支障が生じる場合があります。
したがって、資本金の払込みに際して、相手方がいる場合には、いつ、いく
らの資本金を払い込むかについて、合弁契約に記載する以上に詳細な合意を得
ておく必要があります。
また、資本金を振り込む際の注意点ではありませんが、2014年3月1日施
行の会社法により資本金払込期限の制限が撤廃されたことにより、営業許可証
上の登録資本に相応する資本金が本当に振り込まれているのか、不明確になり
ました。
したがって、中国国内において取引を行う場合、仮に営業許可証とその上に
記載された登録資本のみで取引の可否について判断していたとすれば、その点
の信用性が落ちたことになりますので、これまで以上に取引先の信用調査が重
要になると思われます。

その他、たくさんの商品をそろえています。詳しくはお問い合わせください。
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＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
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